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東日本大震災と原子力災害から１２年余りが経過しました。
県内では、６町村に設定された特定復興再生拠点区域が、一部を

除き全て解除されたほか、ＪＲ只見線が１１年振りに全線での運転
再開を果たし、県産品には国内外から高い評価が寄せられるなど、
当県は着実に復興の歩みを進めております。

また、エネルギー安全保障が世界的な問題となる中、国において
原子力政策の議論がなされておりますが、福島における過酷な原発
事故の現状と教訓を踏まえ、住民の安全・安心を最優先に丁寧に進
めることが、福島の復興への信頼においても重要となります。当県
といたしましては、今後も「原子力に依存しない、安全・安心で持
続的に発展可能な社会づくり」を基本理念に掲げ、全力で復興に向
けた挑戦を続けてまいります。

一方で、今もなお多くの県民が避難生活を続けておられるほか、
避難地域の復興・再生、廃炉と汚染水・処理水対策、風評と風化の
問題に加え、復興のステージが進むにつれて顕在化する新たな課題
への対応など、当県はいまだ多くの困難を抱えており、福島の復興
は長く厳しい戦いが続きます。

こうした中、今月２日に改正福島復興再生特別措置法が成立し、
拠点区域外に「特定帰還居住区域」が新たに設けられましたことは、
帰還困難区域全体の避難指示解除に向けた大切な一歩になるもので
あります。

こうした流れをより確かなものとするためにも、当県の総合計画
や福島復興再生計画に掲げる取組をしっかりと形にするとともに、
誰もが笑顔と誇りで満ちあふれた「復興の地ふくしま」の実現に向
け、第２期復興・創生期間後も切れ目なく、安心感を持って復興を
進めるための十分な財源の確保や進捗状況に応じたきめ細かな対応
が不可欠であります。

国におかれましては、福島復興再生特別措置法に掲げる責務を果
たすとの強い決意の下、県や市町村の声を真摯に受け止め、最後ま
で責任を持ち、総力を挙げて福島の復興と地方創生の推進に取り組
んでいただきますよう、次のとおり要望いたします。

令和５年６月８日
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Ⅰ 財 源

１ 東日本大震災の復旧・復興事業における財源確保
【復興庁､総務省､国土交通省】

(1) 復旧・復興事業（復興特別会計）における財源の確保
当県の復興・再生には、今後も十分な財源措置と長期的な

国の支援が必要であることから、公共土木施設等の災害復旧、
避難者の居住の安定確保、県土の復興を支援する道路ネット
ワークや物流基盤の整備等を重点的に進め、かつ、確実に事
業完了を図るために必要となる財源を十分に確保すること。

(2) 震災復興特別交付税措置の継続
令和６年度以降においても復旧・復興事業が終了するまで

の期間、復興の進捗により生じる新たな課題への対応を含む
復旧・復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、補
助事業に係る地方負担分、補助対象とならない地方単独事業
の負担分、さらには、地方税等の減収分に対して、引き続き、
震災復興特別交付税により確実に措置すること。

(3) 福島再生加速化交付金の予算確保等
地域により復興のステージが異なる中、全ての被災地域が

原子力災害からの復興を成し遂げるため、福島の復興加速を
目的とする生活環境向上等対策（帰還・移住等環境整備交付
金）、長期避難者の生活拠点整備（コミュニティ復活交付金）、
子育て世帯の帰還・定住支援（こども元気復活交付金）等を
推進する福島再生加速化交付金について、長期的かつ十分な
予算を確保すること。

特に、帰還・移住等環境整備交付金については、移住希望
者のニーズに応じた効果的な支援を行うため、移住・定住促
進事業を継続するとともに、面整備事業と一体的に施工すべ
き道路事業の対象要件の緩和など、運用の弾力化を図ること。
あわせて、住民帰還や移住等の復興の進捗に伴って生じる

新たな課題等に対して適時的確に対応できるよう、柔軟で使
いやすい制度とすること。
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２ 基幹的インフラ整備、県民の安全・安心確保のための事業に
対する財源確保

【内閣官房、総務省、水産庁、国土交通省】

(1) 直轄事業における財源の確保
安全・安心の確保や持続可能な地域社会の形成のために

は、基幹的な社会インフラの着実な整備が必要不可欠である
ことから、国の直轄事業として実施する道路事業、河川事業、
砂防事業及び港湾事業について、必要となる財源を確保し、
事業を着実に推進すること。

(2) 通常事業（一般会計）における財源の確保
国土強靱化や経済の活性化等に直結する社会資本の整備に

ついて、県民の安全で安心な暮らしを守り、県土全域の将来
像を見据えて戦略的に進めるため、通常事業（社会資本整備
総合交付金や防災・安全交付金、農山漁村地域整備交付金、
水産物供給基盤整備事業等）の財源を十分に確保すること。

(3) 県民の安全・安心確保のための事業の継続的予算の確保
県民の生命や暮らしを守るために実施している、治水安全

度を向上させ洪水氾濫を未然に防ぐことを目的とした河川改
修、人家や公共インフラ・ライフライン施設等の保全を目的
とした土砂災害対策について、事業の早期完了を図るため、
防災・安全交付金等において今後も継続的な予算確保を図る
こと。

また、近年頻発する水災害・土砂災害から生命と財産を安
定的かつ継続的に守るため、ハード・ソフト一体となった防
災・減災対策に必要な予算の確保を図るとともに、県民の安
全・安心を確保する取組について、地方負担を軽減するため
の措置を講じること。

加えて、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向け
た長寿命化対策に要する財源を確保すること。
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(4)積雪寒冷地域の除雪費増加に伴う財政支援
「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別

措置法」に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計
画に基づき、持続可能な除雪体制及び必要な予算を確保する
こと。

また、近年の異常降雪や労務単価の高騰及び諸経費率の上
昇によって道路除雪に関わる経費が年々増加傾向にあり、財
源確保が喫緊の課題となっていることから、引き続き必要と
なる除雪費について、財政支援を図ること。

Ⅱ 震災復興

３ 避難地域等の復興に向けた道路ネットワーク構築に対する
支援

【内閣府、復興庁、経済産業省、国土交通省、環境省】

(1) 避難地域等の復興に向けた道路整備のための予算確保
住民帰還の加速や産業再生を支えるため、「小名浜道路」

を始めとした「ふくしま復興再生道路」等の第２期復興・創
生期間の事業として整備している道路について、事業が完了
するまで必要な予算の確保を行うこと。

(2) 常磐自動車道（仮）小高スマートICの整備促進
緊急時における住民・作業員等の避難経路確保、長期間に

及ぶことが想定される福島第一原子力発電所事故の収束及び
廃炉作業の進展、住民帰還に向けたインフラ復旧等の復興事
業の加速化など、原子力災害に起因する諸課題を解決すると
ともに、避難地域の復興と帰還に向けた環境の整備を加速さ
せる必要があることから、南相馬市小高区のスマートICにつ
いて早期整備が図れるよう十分な財源措置を含め、県・市に
対し支援すること。
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(3) 常磐自動車道をはじめとする浜通り軸の強化
東日本大震災からの復興の加速と住民帰還の促進を図ると

ともに、今後の大規模災害等に備えるため、常磐自動車道の
「広野ＩＣ～山元ＩＣ間」のうち、４車線化として事業化さ
れた区間「広野ＩＣ～ならはＳＩＣ間(L=5.6km)」、「浪江
ＩＣ～南相馬ＩＣ間の一部区間（L=1.9km）」及び「相馬ＩＣ
～新地ＩＣ間(L=6.0km)」の早期完成や残る区間について早
期事業化を図ること。

また、安全で信頼性の高い災害に強い幹線道路ネットワー
クの確保や浜通りの復興支援・地域振興のため、国道６号の
４車線化などの機能強化を図ること。特に、国道６号小名浜
地区（林城交差点～飯田交差点）の渋滞対策の早期計画策定
を図ること。併せて、国道６号勿来バイパスの早期整備及び
常磐バイパスにおける渋滞箇所の解消を図ること。

４ 福島イノベーション・コースト構想の更なる推進
【復興庁、総務省、経済産業省、国土交通省】

(1) 福島国際研究教育機構等を支えるインフラ整備
本構想に掲げる福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）を始

めとした各拠点の活用や産業集積が一層進められていくため
には、交流人口拡大や移住・定住促進への取組はもちろんの
こと、拠点従事者や国内外からの来訪者等に対する生活環境
の整備や地域公共交通の確保が必要であることから、イノベ
地域の関係者が連携した来訪者の増加や交流拡大、県内外か
ら移住・定住を促進する取組、本構想に掲げるＦ－ＲＥＩや
拠点施設への広域的なアクセスを強化する道路等の整備、拠
点間を結ぶ公共交通の確保に向けた取組等に対して第２期復
興・創生期間以降も継続的な支援を行うこと。

(2) 福島ロボットテストフィールドを活用したインフラ関連施
策の推進

i-Constructionやロボットを活用したインフラの維持管理
を推進するため、国においてもロボットを活用した新技術の
開発や技術支援を継続するとともに、研修会や講習会等につ
いては、福島ロボットテストフィールドを積極的かつ継続的
に利用すること。
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５ 帰還困難区域等の復興に向けたインフラ整備に対する支援
【内閣府、復興庁、経済産業省、国土交通省、環境省】

(1) 住民帰還と移住・定住のためのインフラ修繕
住民帰還と移住・定住促進のため、隘路の解消や復旧・復

興工事による道路の損壊箇所の修繕に必要な予算の確保につ
いて支援を講じること。

また、避難指示の長期化に伴い経年劣化が進んでいる道路
・河川等の施設更新等の課題について、地元自治体と協議を
重ね、その意向を十分に踏まえながら、解決に向け最後まで
責任を持って取り組むこと。

(2) 帰還困難区域等における除去土壌・建設副産物等の適正処理
帰還困難区域等において実施する災害復旧事業や復興事業

等において、高線量のため再利用等ができない土壌が発生す
ることから、復興の妨げとならないよう、事業実施前に除染
を行うなど、国が責任を持って必要な措置を講じること。

(3) 第２期復興・創生期間以降のインフラ整備の予算確保
特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴う帰還や拠点間

交流の促進、復興に向けたまちづくり、福島国際研究教育機
構（F-REI）の設置に係る環境整備等、復興の進展等により、
新たに発生する課題等への対応に向けて、拠点間のアクセス
を強化する道路や、人家等を守るための砂防施設及び治水安
全度を向上させ洪水氾濫を未然に防ぐ河川が不可欠である。

ついては、避難地域の復興を成し遂げるため、第２期復興
・創生期間以降におけるインフラの整備・修繕に必要な予算
を確保すること。

(4) 福島国際研究教育機構等を支えるインフラ整備【再掲】
本構想に掲げる福島国際研究教育機構（Ｆ－ＲＥＩ）を始

めとした各拠点の活用や産業集積が一層進められていくため
には、交流人口拡大や移住・定住促進への取組はもちろんの
こと、拠点従事者や国内外からの来訪者等に対する生活環境
の整備や地域公共交通の確保が必要であることから、イノベ
地域の関係者が連携した来訪者の増加や交流拡大、県内外か
ら移住・定住を促進する取組、本構想に掲げるＦ－ＲＥＩや
拠点施設への広域的なアクセスを強化する道路等の整備、拠
点間を結ぶ公共交通の確保に向けた取組等に対して第２期復
興・創生期間以降も継続的な支援を行うこと。
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６ 復興祈念公園への全面的な財政支援
【復興庁、国土交通省】

東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂をはじめ、震災
の記憶と教訓を後世へ伝承するとともに国内外に向けた復興
に対する強い意志を発信するため、国営追悼・祈念施設と一
体的に整備する復興祈念公園について、令和７年度の完成に
向け全面的な財政支援を講じること。

また、公園周辺の伝承施設（東日本大震災・原子力災害伝
承館や震災遺構浪江町立請戸小学校）と連携し、津波の脅威
等を伝えるため、公園周辺を含めた施設の案内や説明のため
のサイン整備、さらには公園周辺で開催されるイベント等の
情報発信をするためのデジタルコンテンツの整備等、公園機
能を最大限に発揮するために必要な財政支援を講じること。

７ 長期避難者に対する支援の継続
【総務省、復興庁、国土交通省】

(1) 災害（復興）公営住宅の家賃低廉化・特別家賃低減事業
原発事故により長期避難を余儀なくされている避難者や帰

還した住民の厳しい生活再建状況や風評被害、人口減少など
多くの課題を抱えている避難地域等の復興状況を鑑み、震災
復興特別交付税を含め、現行の支援水準を維持すること。

(2) 建築確認申請等手数料の減免に対する財政支援
特定行政庁が行う建築確認申請等の手数料免除に対して、

震災復興特別交付税の措置を継続すること。
また、指定確認検査機関が行う建築確認申請等の手数料減

免について、国庫補助を継続すること。
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Ⅲ 防災・減災対策

８ 早期の災害復旧に向けた対応
【総務省、水産庁、国土交通省】

(1) 災害復旧事業の推進に係る業務委託費等の確保
査定設計書を作成するために必要となる調査、測量及び設

計に関する委託費が大きな負担となっているため、公共土木
施設災害復旧事業査定設計委託費等補助金がすべての事業で
対象となるよう制度の拡充を図ること。

また、災害復旧事業の円滑な執行を図るためには発注者支
援業務委託等を実施する必要があることから、工事雑費算定
率の嵩上げや業務委託費等に充当できる新たな委託費補助制
度の創設、さらには特別交付税の配分など、必要な財源を十
分に確保すること。

(2) 災害関連事業の制度拡充
災害関連事業について、国民経済上重大な損害を生ずるお

それがある河川において堤防が決壊するなどの甚大な被害が
生じた場合等、災害復旧事業費に対する改良費について、上
限を設定せず、再度災害防止対策を迅速に進められるよう、
制度の拡充を図ること。

(3) 災害関連緊急砂防事業等の充実
災害関連緊急砂防事業等を当該年度に迅速に実施するため

には、年度途中に財源を確保する必要がありその捻出に苦慮
していることから、災害関連緊急砂防事業等に係る国費率の
嵩上げや地方負担に係る全額交付税措置など、万全の財源措
置を講じること。

また、当該事業は、原則として年度内完成の見込みのある
ものとしているため、年度途中に災害が発生した場合、適正
な工期の確保が困難なことから、大規模土砂災害に対し複数
年施工できるよう制度の拡充を図ること。
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(4) 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の採択基準の緩和
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の採択基準として、激

甚災害に指定されていることが前提条件となっていることか
ら、激甚災害に限らず適用できるよう採択要件の緩和を図る
こと。

また、近年、激甚化・頻発化する水災害等に対応するため、
人工斜面（宅地擁壁等）における豪雨に伴うがけ崩れについ
ても、特例措置の対象となるよう運用の拡大を図ること。

(5) 国道３９９号「伊達橋」及び主要地方道浪江国見線「伊達
崎橋」の早期復旧

国による災害復旧の権限代行制度で進めている国道３９９
号「伊達橋」の復旧を迅速かつ強力に進めること。

また、国による修繕代行で進めている主要地方道浪江国見
線「伊達崎橋」の早期修繕を迅速かつ強力に進めること。

(6) 国道２５２号「あいよし橋」等の早期復旧に向けた支援
雪崩で流失した国道２５２号「あいよし橋」等の復旧に必

要な技術的助言など、早期復旧に向けた支援を講じること。

(7) 国道１２１号「大峠道路」の早期復旧に向けた支援
国道１２１号は、当県と山形県にとって極めて重要な道路

であることから、早期復旧に向けた支援を講じること。
また、令和４年８月豪雨で被災した国道１２１号福島山形

県境部の強靱化に向け、技術的支援を行うこと。

(8) 港湾・漁港施設の災害復旧に係る支援
災害による施設復旧に係る地方負担を軽減するため、野積

場や用地など負担法対象外の施設について、復旧に係る補助
事業等の創設を図ること。

また、漁港災害復旧事業の早期復旧を図るため、引き続き
剰余金使用の条件緩和に向けて取り組むこと。
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９ 国との連携による「流域治水」の推進
【総務省、農林水産省、国土交通省】

(1) 流域治水の取り組みを推進するための財政支援
気候変動に伴い激甚化・頻発化する水災害等に対し、ハー

ド・ソフト一体となった事前防災対策を一層加速させるた
め、流域全体で取り組む「流域治水プロジェクト」に必要な
予算を十分に確保すること。

また、策定済みである二級水系の流域治水プロジェクトに
基づく取組を効果的に実施するため、引き続き十分な予算の
確保と技術的支援を行うこと。

(2) 阿武隈川緊急治水対策プロジェクトの早期推進
令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた阿武隈川に

ついて、頻発化・激甚化する豪雨災害から県民の生命・財産
を守るため、阿武隈川緊急治水対策プロジェクトの更なる推
進を図るとともに、プロジェクトに関連する県及び市町村の
道路・河川事業に必要な予算の確保など、十分な支援を行う
こと。

特に、阿武隈川上流遊水地群の整備に当たっては、早期着
工に向け、地域との調整等を進めること。

(3) 福島県緊急水災害対策プロジェクトへの支援
令和元年東日本台風による災害の対応として、河川改修等

のハード対策や、危機管理型水位計の設置拡大等のソフト対
策などの県の取組をまとめた「福島県緊急水災害対策プロジ
ェクト」を実施することとしており、このプロジェクトに集
中的に取り組むため、防災・安全交付金や補助事業等の財源
を十分に確保すること。

(4) 特定都市河川指定に向けた技術的支援
令和３年１１月に改正施行された「特定都市河川浸水被害

対策法」に基づき、県管理河川の特定都市河川への指定や流
域水害対策計画の策定など、流域治水の推進の取組に対して、
引き続き技術的支援を行うこと。
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(5) 土砂災害警戒区域等指定のための基礎調査にかかる費用に
対する国費率の嵩上げ及び起債の適用

「土砂災害防止対策基本指針」が高精度な地形情報等を用
いて土砂災害が発生するおそれのある箇所の抽出に努めるも
のと変更され、基礎調査対象箇所の増大が見込まれることか
ら、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査について、
今後も十分な予算を確保すること。

基礎調査に係る予算については、起債適用の対象外である
ため、予算の確保が困難となっていることから、地方負担を
軽減するため、国費率の嵩上げや起債充当を認めること。

(6) 市街地における浸水対策の推進
気候変動に伴い局地的集中豪雨等の増加により発生する内

水氾濫に対して、「流域治水プロジェクト」に位置づけられ
た雨水幹線や排水ポンプ施設の整備や、本川、支川及び内水
を考慮した「複合的なハザードマップ」の作成など、引き続
きハード・ソフト両面から浸水対策に取り組むため、必要な
財源を十分に確保すること。

10 国土強靭化の推進に向けた支援
【内閣官房、総務省、農林水産省、林野庁、水産庁、国土交通省】

(1) 福島県国土強靭化地域計画に位置づける国土強靭化関連事
業への重点的な支援

当県は、東日本大震災以降も令和元年東日本台風や令和３
年２月、令和４年３月の福島県沖地震など重ねて甚大な被害
を受けており、気候変動に伴う激甚化・頻発化する大規模自
然災害への更なる対応の強化が求められることから、福島県
国土強靱化地域計画に位置付ける国土強靱化関連事業につい
て、公共施設の防災・減災の取組を推進するため、必要な予
算を確保すること。
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(2) 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に
よる支援

予防保全に向けた老朽化対策の加速化を含め「防災・減災、
国土強靱化５か年加速化対策」については、必要な財源を例
年以上の規模で確保し、計画的に事業を推進すること。また、
実施期間である令和７年度までの５か年総額で十分な財源を
確保すること。

また、「防災・減災、国土強靱化５か年加速化対策」完了
後においても、昨今の地震・豪雨・豪雪などの災害状況も踏
まえた上で、引き続き国土強靱化に必要な財源を通常予算と
は別枠で確保し、継続的に取り組むこと。

(3) 防災・減災対策等の事業推進
突発的な災害対応で臨機に活用が図られるよう、「防災・

減災対策等事業推進費」のさらなる事業拡大に向けて取り組
むこと。

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法の運用に関する支援
法の運用に伴う各都道府県等の規制内容に地域差が生じな

いよう、「地域の実情に応じて都道府県等が判断」する基準
については、引き続き、国が先行事例やモデルケースを示す
等の技術的な支援を行うこと。

また、区域指定のための基礎調査及び既存盛土調査につい
て、おおむね５年ごとに実施するとされていることから、国
庫補助率の嵩上げの継続等の補助事業の拡充や、起債充当の
制度など、地方負担を軽減するための措置を講じること。

(5) 津波対策施設に係る維持管理費等に対する財政措置の拡充
東日本大震災により津波対策として整備した水門・陸閘に

ついては、施設操作者の安全確保を図るため、自動化、遠隔
操作化する必要があり、その施設管理の費用が増大している
ことから、今後増加する修繕費、更新費に対する国庫補助率
の嵩上げを行うとともに、維持管理費用の財源確保に向けて
海岸保全施設延長を地方交付税の算定項目へ追加するなど、
財政上の支援措置を講じること。
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(6) 地方整備局等の体制の充実・強化
大規模災害等への事前の備えや初動体制の強化に向けて、

被災した自治体への応援職員の派遣や必要な技術的助言、財
政面での支援などを強化するため、地方整備局の体制充実・
強化や災害対応に必要となる資機材の確保に努めること。

11 下水道事業の推進による水災害の防止と水環境の改善に向け
た支援

【国土交通省】

(1) 下水道の整備に関する財政支援の継続
浸水対策の強化による水災害の防止と未普及対策による汚

水処理人口普及率の向上のため、下水道の整備推進に向けた
財政支援を継続すること。

(2) 下水道施設の老朽化対策に関する財政支援の充実
県及び市町村の下水道施設に係る老朽化対策の着実な推進

に向け、財源確保について支援を充実すること。

(3) 下水道施設の耐水化リスク対応に関する財政支援の継続
災害時において継続的に下水道施設の機能を確保するた

め、下水道施設の耐水化及び耐震化の着実な推進に向けた財
源確保について支援を充実すること。

Ⅳ 地方創生

12 活力ある県土基盤構築に向けた道路ネットワークの整備に対
する支援

【国土交通省】

(1) 会津軸の整備
災害に強い幹線道路ネットワークの確保や、日光・会津・

米沢の連携した広域周遊ルートを創出するため、会津縦貫北
道路、会津縦貫南道路の早期整備・早期完成を図るとともに、
国道１１８号の一部区間及び国道１２１号を直轄指定区間と
すること。
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(2) 中通り軸の整備
1)国道４号（矢吹鏡石道路、伊達拡幅）の早期完成、国道４
号矢吹町以南の早期全線４車線化

中通り軸として、国道４号（矢吹鏡石道路、伊達拡幅）
の早期完成を図るとともに、国道４号矢吹町以南の４車線
化に向け、早期に計画を策定すること。

2)国道13号西道路の早期完成、国道４号福島北道路の早期事
業化

国道１３号について、福島西道路Ⅱ期工区の早期完成を
図ること。あわせて、福島都市圏北部の交通円滑化に向け、
国道４号福島北道路の早期計画策定を図ること。

(3) 横断道軸の整備（磐越自動車道の４車線化及び国道４９号
の早期整備）

磐越自動車道の４車線化優先整備区間「会津若松ＩＣ～安
田ＩＣ間」のうち事業中である「会津坂下ＩＣ～西会津ＩＣ
間（L=8.8km）」、「西会津ＩＣ～津川ＩＣ間の一部区間
（L=8.8km）」及び「三川ＩＣ～安田ＩＣ間(L=8.3km)」の早
期完成や、残る区間についての早期事業化を図るとともに、
「安田ＩＣ～新潟中央ＪＣＴ間」についても、４車線化優先
整備区間に選定すること。

また、国道４９号（北好間改良、会津防災事業）の早期整
備を図ること。

(4) 南部軸の整備（国道289号（八十里越）国直轄権限代行事
業の早期整備）

国道２８９号で唯一交通不能区間の八十里越について、引
き続き早期完成に向け国直轄権限代行事業の整備を図るこ
と。

(5) 重要物流道路の整備・機能強化
重要物流道路及びその代替・補完路については、令和３年

７月に策定された東北地方新広域道路交通計画を踏まえ、令
和５年４月１日に追加指定されたところであり、平時・災害
時を問わない安定的な人流・物流の確保に向けた指定道路の
整備・機能強化について、重点的な支援を行うこと。
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13 国際競争力強化に向けた物流拠点整備への支援
【国土交通省】

(1) 物流拠点としての小名浜港の整備
特定貨物輸入拠点港湾の指定を受けている小名浜港につい

ては、産業と生活に必要な資源及びエネルギー関連の物資を
安定的かつ安価に供給するとともに、次世代エネルギーの需
要増加などに対応するため、東港地区の更なる活用が必要で
あることから、国が実施している沖防波堤等の整備を促進す
ること。

(2) 重要港湾相馬港の整備
復興支援道路である相馬福島道路の全線開通により、今後、

貨物量の増加が見込まれることから、港内静穏度を向上させ
安全で効率的な荷役を可能とするため、県が実施している南
防波堤整備の財源を確保するとともに、国が実施している沖
防波堤の嵩上げを促進すること。

14 福島空港への支援
【内閣府、総務省、外務省、国土交通省、観光庁】

(1) 空港整備事業の予算確保
今後の空港利用拡大に向けて、航空機が安全に運航でき

る基準を満たし、かつ防災拠点としての役目を果たせるよ
う、滑走路端安全区域（ＲＥＳＡ）整備事業や滑走路舗装
改良事業などに必要な予算を確保すること。
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(2) 新型コロナウイルスの影響を受ける国内航空会社等に対す
る財政支援

航空需要については国内線・国際線ともに回復傾向にある
が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、
航空会社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続い
ている。

福島空港は、県民の活動を支える極めて重要な交通インフ
ラであり、東日本大震災後、国際線定期路線の運休が続く中
で、大阪（伊丹）線と札幌（新千歳）線の路線を維持するこ
とは、震災と原発事故からの本格復興に向かう当県にとって、
企業・経済活動及び地域間交流の促進に当たって最も重要な
課題のひとつとなっている。

県では、これまでも路線の維持・拡充対策として国内航空
会社や空港運営を担う事業者への支援を講じているが、経営
状況に関してはいまだに回復の途上にあることから、今後も
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国内航空会社等に
対しての継続的な支援が必要である。

このため、国は、厳しい経営環境の続く国内航空会社、空
港運営を担う事業者の経営改善及び県に対する財政支援とし
て、空港使用料・航空機燃料税の減免や県が実施する事業者
への支援に対する交付制度の継続、固定経費の中で大きな負
担となっている空港ビル等の賃借料の補助、地方空港路線の
維持・拡充を図るための航空会社に対する運航費の補助を行
うなど必要な措置を講じること。

(3) 福島空港の国際定期路線就航に向けた支援
福島空港の国際定期路線は、震災前まで中国（上海）、韓

国（ソウル）に運航していたが、原発事故に伴う風評により
１０年以上運休しており、再開が見通せない状況が続いてい
る。

当県は、他県に比べ外国人観光客の伸びが鈍く、今後、本
格復興の歩みを加速させ、経済効果を全県に波及させていく
うえで、国際定期路線の誘致が必要である。

そのためにも、福島空港国際定期路線の就航に向け、今後
運航が見込まれる国、地域に対して、国が前面に立って働き
掛けを行うほか、税関、入国審査、検疫といった受入体制を
維持・拡充すること。

また、福島空港国際定期路線の就航に関する県の取組を支
援すること。
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(4) 福島空港の防災拠点等への位置づけ
福島空港が東日本大震災時に果たした役割を踏まえ、今後、

万が一、首都直下地震などの大規模かつ広域的な災害が起こ
った場合に備え、救援活動の拠点及び首都圏のバックアップ
空港として国の防災計画等へ位置づけるとともに、防災拠点
としての施設等整備を行うこと。

15 「街なかのにぎわいと安全」を支える街路整備事業の財源
確保

【国土交通省】

街路は都市の骨格を形成し、都市の活動を支える役割に加
え、都市防災機能など多面的な機能を有するが、事業費の減
少が著しく、計画的な整備に支障をきたしていることから、
街なかのにぎわいと安全を支える街路整備事業について、十
分な財源を確保すること。

16 健康長寿や子ども・子育て環境に配慮したインフラ整備への
支援

【総務省、国土交通省】

(1) 都市公園の利活用促進に向けた事業への支援
子育てしやすい都市づくりを推進するため、都市公園の利

活用促進に向け、老朽化した施設更新等に対する財政支援を
充実すること。

また、施設管理の費用が増大していることから、維持管理
費用の財源確保に向けて都市公園面積を地方交付税の算定項
目へ追加するなど、財政上の支援措置を講じること。

(2) 通学路や歩道等の安全確保に向けた事業への支援
令和３年６月に発生した千葉県八街市での交通事故を受

け、関係機関と連携し実施した通学路における合同点検の結
果を踏まえた交通安全対策について、計画的かつ集中的に実
施するため、個別補助制度による必要な予算の支援を講じる
こと。

また、子育てしやすい都市づくりを推進するため、歩道等
の安全確保に向けた事業への支援を充実すること。
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(3) 自転車の利活用推進に向けた事業への支援
当県の健康長寿及び観光の推進に向けて、福島県自転車活

用推進計画による自転車の利用環境整備への支援を充実する
こと。

17 カーボンニュートラルポートの形成に向けた取組の推進
【経済産業省、国土交通省】

国際物流の結節点・産業拠点となる小名浜港において、水
素やアンモニア等の次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵、利
活用等を図り、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化を通じ
て温室効果ガスの排出を全体でゼロにする「カーボンニュー
トラルポート」を形成するため、次世代エネルギー輸入拠点
港湾としての具体的な方向性を早期に示すとともに、県が行
う港湾計画の改訂や民間事業者が進めるカーボンニュートラ
ルに向けた取組に必要な予算の確保など、十分な支援を行う
こと。

Ⅴ その他

18 当県の復旧・復興を推進するための施工確保対策への支援
【復興庁、総務省、国土交通省】

(1) 復興係数等の特例措置の継続
福島県の復興はいまだ途上であり、入札不調率は震災前と

比較して高い水準にあることから、令和６年度以降も復興係数
等の特例措置を継続すること。

(2) 自治法派遣職員による支援の継続
東日本大震災復旧・復興事業、令和元年東日本台風関連防

災・減災対策事業及び令和３年２月、令和４年３月福島県沖
を震源とする地震からの復旧事業を進めるため、県及び市町
村に対する自治法派遣職員による支援を継続すること。
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19 市町村の復旧・復興を推進するための取組への支援
【財務省、総務省、国土交通省】

(1) 災害査定実施時期の延長や査定簡素化等の措置の継続
避難指示区域内（旧避難指示区域を含む）はまだ査定が完

了していない箇所（町）があるため、今後も査定の簡素化等
の措置を継続すること。

(2) 土木・建築技術者の人材育成と人員確保に向けた取組へ
の支援

土木・建築技術者の人員不足に対応するため、土木・建築
分野におけるイメージアップを推進するとともに、人材育成
に向けた講習会や研修会の開催等により支援を行うこと。（市
町村の職員を含む）

(3) 下水道の整備に関する財政支援の継続【再掲】
浸水対策の強化による水災害の防止と未普及対策による汚

水処理人口普及率の向上のため、下水道の整備推進に向けた
財政支援を継続すること。

(4) 下水道施設の老朽化対策に関する財政支援の充実【再掲】
県及び市町村の下水道施設に係る老朽化対策の着実な推進

に向けた財源確保について支援を充実すること。

(5) 自治法派遣職員による支援の継続【再掲】
東日本大震災復旧・復興事業、令和元年東日本台風関連防

災・減災対策事業及び令和３年２月、令和４年３月福島県沖
を震源とする地震からの復旧事業を進めるため、県及び市町
村に対する自治法派遣職員による支援を継続すること。

20 デジタル化を推進するための取組への支援
【経済産業省（中小企業庁）、国土交通省】

(1) 建設生産プロセスのデジタル変革に必要な財政支援
建設産業の働き方改革の更なる推進に向け、建設生産プロ

セスの各段階にデジタル技術の活用が必要となるため、受注
者における機器類等の環境整備に係る支援策について、既存
補助金制度の継続と申請要件の緩和を図ること。
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(2) 地方におけるインフラ分野のＤＸ推進に係る技術支援
インフラ分野のＤＸ推進に向けて、県・市町村職員や建設

企業の双方の理解醸成・実践力を習得するための人材育成講
習会の開催や、ＩＣＴ活用工事の未経験企業に対してノウハ
ウの提供や技術的支援を行う専門家の派遣等について、財政
支援を図ること。


